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日 時 令和６年６月２８日（金）１５時３０分～１７時２０分 場所 麻生区役所第４会議室 

出 席 者 佐野委員、恩田委員、古屋委員 

事 務 局 永石総務課長、佐藤課長補佐、佐藤職員、雨宮地域振興課長、川口担当係長 

傍 聴 者 １名 

議 題 １ 麻生スポーツセンターにおける指定管理の令和５年度評価について（公開） 

２ その他（公開） 

事務局 本委員会を開会するにあたり、民間活用事業者選定評価委員会等の委員の選任に関する指針第

４条第１項、第２項及び第４項に該当しないことを確認させていただいております。 

また、規定に基づき、会長職の互選をお願いします。 

 

各委員 佐野委員にお願いします。 

事務局 委員の皆様がよろしければ、佐野委員に決定となります。佐野会長より一言御挨拶をいただけ

ればと思います。 

佐野会長 （佐野会長 挨拶） 

事務局 では、これからの議事進行は条例第７条１項に基づきまして、佐野会長に進めていただくこと

になります。それでは、会長、よろしくお願いいたします。 

佐野会長 それでは、ただいまより川崎市麻生区民間活用事業者選定評価委員会を開会します。 

はじめに、本日の委員会は、委員３名中３名出席しております。川崎市附属機関設置条例第７

条第２項の規定により成立していることを御報告いたします。 

 

本日の議題の１及び２について、会議を公開することとしてよいでしょうか。 

各委員 ＜了承＞ 

佐野会長 では、そのように決定します。 

次に、本日の会議録ですが、「要約方式」により作成するということでよろしいでしょうか。 

各委員 ＜了承＞ 

佐野会長 また、会議録につきましては、川崎市審議会等の会議の公開に関する条例施行規則第５条第２

項の規定により、委員会で指定された者の確認を得るものとされておりますので、会議録の確認

者を決定しますが、各委員により確認をお願いするということでよろしいでしょうか。 

各委員 ＜了承＞ 

佐野会長 では、そのように決定いたします。 

また、会議録の作成に当たりましては、発言者が分かるように委員名を記載するものとし、併

せて、文書開示請求等があった場合には、委員名は原則開示されることになりますので、よろし

くお願いいたします。 

また、本日の評価結果の公表につきましては、「指定管理者制度活用事業評価シート」により公

表を行うこととなっておりますので併せてよろしくお願いします。 

審議を行うにあたり、審議の中で発言を求められる場合には、委員長の許可を得てから発言を
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いただくようお願いします。 

それでは、審議に入る前に傍聴人の有無について確認します。傍聴人はいらっしゃいますか。 

事務局 傍聴人が１名いらっしゃいます。傍聴を認めてよいでしょうか。 

佐野会長 傍聴を認めます。 

佐野会長 それでは議題の１番目に入ります。事務局から報告をお願いします。 

事務局 

 

それでは、議題１の「川崎市麻生スポーツセンターにおける指定管理の令和５年度評価につい

て」を説明させていただきます。 
 
資料１「令和５年度評価について」（１ページ）をご覧ください。はじめに、評価方法について

ご説明させていただきます。 
評価については評価項目ごと採点し、各評価項目の着眼点ごとに達成状況等を５段階で評価し

ます。具体的には、仕様書や計画書どおり実施された場合、標準の「３」とし、事業内容等に大

きな成果や新たな試みによる展開があった場合は加点とします。総合評価については、各評価項

目の評価点の合計値から、A から E のランクをつけます。 
「１ 評価項目」については、「利用者満足度」が２項目、「収支計画・実績」が３項目、「サー

ビス向上及び業務改善」が６項目、「組織管理体制」が８項目、「適正な業務実施」が６項目で、

合計２５項目となっております。 
「２ 評価」については、１から５までの５段階あり、段階ごとに、ご覧の評価基準により、

それぞれ加点割合が定められております。 
評価にあたっては、行政が指定管理者を募集する際に提示した「仕様書」と、指定管理者が提

案した「事業計画」に基づいて適正に業務運営を実施したかどうかによってご判断いただきます。 
「３ 評価点」については、各項目４～８点の「配点」に、「評価段階」の「加点割合」をかけ

たものが各項目の評価点となります。 
例えば、配点が６点の項目で評価段階が３の場合は、配点の６点に ６０％をかけて、評価点は

３．６点となります。 
「４ 総合評価」については、１００点満点で、各評価項目の評価点の合計値を算出します。 
「５ 総合評価」につきましては、８０点以上が「特に優れている」でＡ。７０点以上８０点

未満が「優れている」でＢ。６０点以上７０点未満が「適正である」でＣ。５０点以上６０点未

満が「改善が必要である」でＤ。５０点未満が「問題があり適正な措置が必要」でＥとなってお

ります。以上が評価方法についての説明でございます。 
 
本日は、資料２「指定管理者制度活用事業 評価シート」をもとにご説明させていただきます

が、その前に資料３「令和５年度川崎市麻生スポーツセンター事業報告書」をご覧ください。 
事業報告書は、指定管理者より提出されたもので、令和５年度の「計画」、「実績・成果・自己

評価・改善案等」について指定管理者で記載をし、右の「所管課評価」は、不明な点について指

定管理者からヒアリングを行うなど内容を精査し、項目ごとに所管課において評価を記載したも

のとなっております。そして、こちらの事業報告書をもとに、資料２の評価シートを作成してお
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ります。 
それでは、評価シートの説明に入らせていただきますので、資料２「評価シート」お戻りくだ

さい。 
まず「１ 基本事項」につきまして「施設名称」は「川崎市麻生スポーツセンター｣、「事業者

名」は「あさおスポーツムーブメント共同事業体」、「指定期間」は「令和３年４月１日～令和８

年３月３１日」、「評価対象年度」は「令和５年度」、「評価者」は「地域振興課長」、「所管課」は

「麻生区役所地域振興課」となっております。 
次に、「２ 事業実績」につきまして、「利用実績」については、令和５年度の利用者数は、表

の合計欄「２３９，４９６名」となっております。 
資料４には「利用状況統計表 年度別比較」がございますので、そちらも併せてご覧ください。 
令和元年度から人数が減っていたものが、回復していることが見て取れるものです。 
コロナ禍において、令和２年度から減っていたものが、回復しておりますが、令和元年度まで

は回復しきれていないことを表しております。団体の利用、個人利用とも同じ傾向が出ており、

回復はしてきているものの、令和元年度までは、回復しきれていない状況です。資料２「評価シ

ート」お戻りください。 
 
利用実績につきまして、御説明させていただいたところですが、【感染防止対応】につきまして、

令和５年の５類への移行した以後につきましては、ほぼ制限なく利用していただいております。

いまのところ残っている対策につきましては、消毒液の設置等となっております。 
「収支実績」について、でございます。それぞれ決算額をご覧ください。まず、｢収入｣につき

まして、「指定管理料」が、「４２，６８９，２２２円」 うち、令和５年度を通じて光熱費等高騰

分の市からの委託料の補填金としまして「１，３９６，２２２円」 
「利用料金収入」が、「３８，１３４，０００円」 
「教室事業収入」が、「２９，４１１，０００円」 
「物品等販売収入」が、 「２，３２７，０００円」 
「その他収入」が、「４３７，０００円」、 
「収入」の合計としまして、「１１２，９９８，２２２円」となっております。 
 
次に、「支出」につきまして 
「人件費関係」が、「６３，７９０，０００円」 
「事業関係費」が、「３２，５９８，０００円」で、 
「管理運営経費」が、「２４，６１５，０００円」で、 
「支出」の合計としまして、「１２１，００３，０００円」となっており、 
「収支差額」はマイナス「８，００４，７７８円」となります。 
詳細な内訳の説明につきましては資料５「収支状況等確認シート」に記載されております。 
増減の多いものついて、御紹介いたします。 
収入の４につきましては、計画を下回っています。販売スペースを確保できなかったことによ
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るとの報告を受けております。運動サポート、エステなども計画とおりに収益が計上できかなか

ったとのことです。 
支出につきましては、人件費、賃金が下がって、諸謝金があがっております関係ですが、もと

もと教室の講師をアルバイトに移行することを予定していたものが、なかなか予定どおりに進ま

ず、謝礼金にて、確保する必要があったとのことです。 
 
評価シートにお戻りいただき、「サービス向上の取組」について、でございます。いくつか御紹

介させていただきます。 
 
３つ目の Wi-Fi について、あらたにポイントを設置いたしまして、環境を整えたものとなって

おります。９つ目の種目の変更について、旧年度の状況を参考にしながら、利用者のニーズを把

握しながら教室を展開したものです。１２番目については、達成感を向上させる目的で、それぞ

れ講座の最終日に発表会を実施しております。また、１１～１２月にかけて利用者アンケートを

実施しまして、ニーズの把握に努めているところです。 
 
続いて、「３ 評価」につきまして、所管課の「案」を提案いたします。 
 
分類の欄の１つ目、「利用者満足度」ですが、「利用者満足度」と「事業成果」の２項目がござ

います。 
それぞれの「評価の理由」といたしまして、 
「利用者満足度」については、事業計画に則り利用者へのアンケート調査を実施しております. 

昨年度を上回るほぼ２倍の４０６件の回答を得ております。 
 

個別に寄せられた意見や所管課に連絡のあった苦情に対して、都度、所管課と連絡調整し、対

応可能なものから順次実施する姿勢がみられましたことから「評価段階」を「３」としました。 
 
「事業成果」については、事業者アンケート（資料３－３）をつけさせていただきましたが、

いろいろな設問を用意して、お客様満足度を把握できるよう努めたことから「評価段階」を「３」

とさせていただいております。 
 
次に、「収支計画・実績」でございますが、 
「効率的・効果的な支出」、「収入の確保」、「適切な金銭管理・会計手続」の３項目がございま

す。 
それぞれの「評価の理由」といたしまして、 
まず「効率的・効果的な支出」については、スタッフのマルチジョブ化を進め、受付だけでな

く、いろいろな部署で対応できるようにして、様々なスタッフが柔軟に対応できる体制づくりに

努めたこと、また、先ほど御説明いたしましたが、一括調達で、消耗品費等を削減できたこと、
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支出項目では、多くの要素で計画を下回っているものの、収支の改善には至らなかったこともあ

りますので、「評価段階」を「３」とさせていただいております。 
次に「収入の確保」です。スポーツデーや教室の見直しなど、収入項目では、前年を上回って

おります。物販等が振るわずに事業計画には届かなかったものですので、「評価段階」を「３」と

させていただいております。 
つぎは、「適切な金銭管理・会計手続」でございます。仕様書とおり適正に行っていることから

「評価段階」を「３」とさせていただいております。 
 
次に、分類の欄の３つ目、「サービス向上及び業務改善」については、６項目ございます。 
それぞれの「評価の理由」といたしまして、 
「適切なサービスの提供（施設の利用提供）」に関しては、年末年始の開館日延長、バドミント

ン、卓球のラケットの無料貸し出しの開始、Wi-Fi 整備など利便性の向上を図っておりますことか

ら、「評価段階」を「３」とさせていただいております。 
 
「適切なサービスの提供（トレーニング室を含む個人開放事業）」に関しては、成果を確認でき

るように、月の初めに無料測定日を設定したり、新たな物販を開始したりサービス向上の取り組

みがみられましたので、「評価段階」を「３」とさせていただいております。 
 
「適切なサービスの提供（教室事業）」に関しては、今回加点をしている項目となります。 
（評価理由の読み上げ）さまざまな取組を行い成果もあげているため「評価段階」を「４」と

させていただいております。 
 
「適切なサービスの提供（地域との連携、自主事業等）」に関しては、地域活動が盛んな麻生区

において、地域に根差した活動を行っている総合型地域スポーツクラブと連携したイベント「わ

くわくイベント」の実施や、麻生区スポーツ推進委員会と連携した「ニュースポーツ教室」を開

催する等、本施設を通じて団体支援を行うとともに地域活性化に寄与しております。このため「評

価段階」を「３」とさせていただいております。 
 
「業務改善によるサービス向上」に関しては、仕様書、計画通りにアンケートを着実に実施し

たことから、「評価段階」を「３」とさせていただいております。 
 
「利用者の意見・要望への対応」に関しましては、「お客様の声ボックス」を設置して、意見の

把握に努めております。 
個別に寄せられた意見や所管課に連絡のあった苦情に対し、都度、所管課と連絡調整し、対応

可能なものから順次実施する姿勢がみられることから、「評価段階」については「３」とさせてい

ただきました。 
続きまして、「組織管理体制」については８項目ありますが、 
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この項目の中で、「適正な人員配置」、「連絡・連携体制」、「再委託管理」、「担当者のスキルアッ

プ」をまとめて一つに、 
「安全・安心への取組」を一つ、 
「コンプライアンス」、 「職員の労働条件・労働環境」、「環境負荷の軽減」をまとめて一つと

して採点しております。 
それぞれの「評価の理由」としまして、 
「適正な人員配置」「連絡・連携体制」「担当者のスキルアップ」に関しては、施設統括スタッ

フに加え施設管理スタッフも含め定例会を開催することで、所管課と情報共有体制を強化してお

り、定例会以外でも随時メールや電話等で情報共有を行っております。またトレーニング室にお

いて、複数名のスタッフを配置し、巡回、初回説明会対応等利用者の安全利用に努めるとともに、

スタッフに対して年間を通じて計画的に研修等を実施していることから「評価段階」については

「３」とさせていただきました。 
 
「安全・安心への取組」については、今回加点をしている項目となります。 
（評価理由の読み上げ）スタッフ全員の資格取得は、仕様書の定めを超えておりますので、こ

の取組については加点とし、「評価段階」を「４」とさせていただきました。 
 
その他「コンプライアンス」、「職員の労働条件・労働環境」、「環境負荷の軽減」については、

個人情報の保護等関連法規の遵守 及び業務監査・会計監査を適切に行い、コンプライアンス遵

守に努めたことから「評価段階」を「３」とさせていただいております。 
 
分類の欄の５つ目、「適正な業務実施」については６項目ございます。 
この項目の中で、「施設・設備の保守管理」、「管理記録の整備・保管」、「清掃業務」をまとめて

一つに、 
「警備業務」、「外構・植栽管理」、「備品管理」をまとめて一つとして採点をしております。 
「評価の理由」といたしまして、 
「施設・設備の保守管理」関しては、トイレの水洗の交換、２階観覧席手すり補修工事、駐車

場フラップ板等、必要に応じて修繕を行い快適な環境づくりに努めたことから、「評価段階」を「３」

とさせていただいております。 
 
「外構・植栽管理」、「備品管理」に関連して、計画的な植栽管理の実施、また、適正な備品管

理を実施していることから、「評価段階」を「３」とさせていただいております。 
 
最後に、「４ その他加点」の項目として「市への政策課題への取組」、かわさきパラムーブメ

ントに関する取組に関連して、川崎市の取組に賛同して実施したことから、「評価点」として「１」

を加点させていただいております。 
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「５ 総合評価」については、これまでご覧いただいた項目のうち、評価段階を「３」とした

ものが１４項目、評価段階を「４」としたものが２項目、その他加点として「１」点の追加とし

ておりまして、評価点合計は「６３．８点」でございます。 
「評価ランク」につきましては、「Ｃ」となり、「適正である」と評価するものでございます。 

 
次に、「６ 事業執行（管理運営）に対する全体的な評価」についてですが、 
（資料２記載のとおり） 

と、このように評価させていただきました。 
 

次に、「７ 来年度の事業執行（管理運営）に対する指導事項等」についてですが、 
 （資料２記載のとおり） 
 
 

以上で、「麻生スポーツセンターにおける指定管理の令和５年度評価について」の説明を終わら

せていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 
佐野会長 ありがとうございます。それでは、事務局の評価結果報告について、委員の方で確認評価を行

っていきたいと思います。まず２の事業実績のところから順に進めていき、最後に全体的な確認

を行ってまいりたいと思います。 

古屋委員 委託費が増えて人件費が減っているということは、アルバイトなどが調整できなかったので、委

託に代えたということでしょうか。 
事務局 お見込みのとおりです。計画では、委託を減らし、もっと人件費で執行したかったところです。 
古屋委員 発表会というのは、どのくらいの人が見に来たとは、評判などは、把握しているのでしょうか。 
事務局 記載のありますヒップホップとかチアリーディングなどは、それぞれ普段小さい部屋でやってお

りますが、大きい体育室で合同発表会という形で、保護者の方々は７０人くらいいらっしゃいま

した。評判も大変良かったと報告を受けております。合同発表会ということで、普段別々にやっ

ておりますので、それぞれ互いに見ることができ、面白い取組と評価しております。 
恩田委員 ２点ありまして。「努めること」という表現は、やっていないから「今後努める」という意味なの

か、確認させてください 
事務局 「実施した」「行っている」は、「計画通り行っている」という確認の意味で使っております。「努

めること」とは、「今後やって欲しいこと」という意味で使っております。 
恩田委員 もう１点は、予定した物販スペースが確保できなかったとありますが、今年初めての業者ではな

いですから、スペースがあるのかないのかは、想定できるのではないでしょうか。 
事務局 資料５で御説明いたします。「①提案額」が、令和３年の指定管理に応募した際の提案数値となっ

ております。当然、毎年度ごとに予算は定めておりますが、基本的には、令和３年度の数値に合

わせてきております。 
提案の時点では、直営のスポーツ施設と同じように、物販ができると見込んで計上しており、予

算として、計上しておりますが、昨年、一昨年とも未達となっております。この部分はもともと、
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コロナの影響を見込みきれていなかったためでもあります。 
前年度からは、伸びておりますので、売り上げに関して、何もしていないということはないもの

ですが、計画には届いていないという現状になっております。 
恩田委員 資料５の収入については、そもそも計画が甘いのではないでしょうか。ただ、評価点を下げて欲

しいということではありません。 
佐野会長 物販やエステなどは、上手くいっていないことによる利用者への不利益があるかというと、何も

ないと思います。事業者の利益が減っただけのことなので、検討したほうがよいのではないか、

ということではないでしょうか。 
施設の構造上、物販の売り上げが伸びるようなものではないということを、認識して欲しいと思

います。 
佐野会長 ３「評価」に移ります。 
佐野会長 利用者満足度ですが、評価「３」となっております。確認ですが、コメントのところで、ときお

り主観的な言葉が入ってきております。例えば、「大幅に」とあります。２０６から４０４なら「大

幅に」と表現することは、まったく異論はありませんが、行政文書としての基準を確認させてく

ださい。主観的な言葉を公式文書に記載することについてのご意見を聞かせてください。 
事務局 なくてもよい表現ですので、修正させていただきます。 
恩田委員 評価に関しては、異論はありません。表現だけですね。 
古屋委員 着眼点には、「利用者満足度は向上しているか」がありますが、評価の理由では、まったく触れら

れていませんが、意図して触れてないのでしょうか。 
事務局 意図しているものはありません。「利用者満足度」についてのアンケート結果は資料３－３にあり

ますとおり、若干下がっているものです。ただ、評価を下げるほどの結果ではありませんので、

特に触れていないものです。 
古屋委員 そうであるのならば、項目もあるわけですから「横這いです」といった記載はすべきと考えます。 
佐野会長 満足度の判断基準はどこに置いているのでしょうか。 
事務局 判断基準につきましては、アンケートで判断しております。 
恩田委員 アンケートは一時の期間のみですが、他の期間のことは反映されていないということでしょうか。 
事務局 そうなります。 
佐野会長 毎年意見の出るところだとは思いますが、仕様書に年１回と規定されています。昨年も同様の指

摘をしたかもしれませんが、このフォームのままでよいのか気になっています。満足度が向上し

ているか、向上のための取組をしているかですが、常に満足度が高くなった場合に、今以上に向

上させるのは難しくなっていて、維持向上できているかとか、維持するための取組を行っている

かが必要になってきます。 
横這いという表現がいいかどうかはありますが、減少は見受けられないといった表現でもよいの

かなと思います。川崎市内全部同じ仕様だと思いますので、是非共有していただきたいと思いま

す。 
佐野会長 評価をさげるべきということを言っているのではありませんので、そこはご理解ください。 

評価の理由のところに１行追加していただくのと、主観的な表現を使っているところの直すこと
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を検討していただければよいかと思います。 
佐野会長 次の項目、「収支計画・実績」はいかがですか。無ければ、そのまま進めます。 

サービス向上及び業務改善につきましてはいかがでしょうか。 
佐野会長 先ほども触れましたが、評価の理由のところに「すぐれた」という表現があります。異論はない

ですが、公式文書として残すにあたり、適切な表現かどうかは、検討してください。 
事務局 承知しました。 
古屋委員 加点になっている教室事業ですが、数で言えば１教室廃止で、２教室追加ですから、それほど大

きな変更ではないという印象ですが、評価できるほどの内容なのでしょうか。 
事務局 教室につきましては、入替えだけですが、利用者が少ない教室の時間変更など、工夫を凝らして

おりますので、評価したところです。 
古屋委員 教室の追加だけではなく、内容などに工夫を凝らしたと言いたいのですね。わかりました。 

子ども向け教室とヨガを同枠にしたことによる好評価の声などもあるのでしょうか。 
事務局 実際の声は確認しておりません。工夫の取組を評価したところです。 
佐野会長 では次のページに進みまして「組織管理体制」はいかがでしょうか。安全・安心への取組のとこ

ろに加点があります。ここにも「すぐれた取組」という表現がありますので、先ほどと同じく検

討をお願いします。 
佐野会長 評価するところの基準ですが、もともとの仕様書と比べてどうかなのか、年度初めの事業計画と

比べてどうかなのか。つまり、加点のところですが、計画が仕様書よりもともと高い所に設定し

ていますので、計画通りにやったので評価するという趣旨でしょうか。 
事務局 そのように考えております。 
佐野会長 そうであるならば、コンプライアンスのところですが、年４回の実施はなかなかやらないと思い

ます。仕様書を上回っているはずです。計画通りに実施したこと自体が、高評価に繋がるもので

はないでしょうか。同じことなので、安全・安心への取組を加点ならコンプライアンスも加点し

てよいのではないでしょうか。 
事務局 コンプライアンスに関して、確かに仕様には、その回数までの実施は求めてはおりません。 
恩田委員 心肺蘇生法や AED 操作について、全員が簡単に取得できるような、講習を受けさせたのか。きち

んとした資格を取得したのかどうなのでしょうか。 
事務局 講習を終了しましたとの報告を受けております。 
恩田委員 では資格ではないようです。となると加点をしなくてもよいのではないでしょうか。仕様を上回

るという表現が正しいのかということが出てきます。 
事務局 スポーツ救急員認定プロバイダー要請講習会にて参加者４名、全員合格とありますので、ある程

度試験のようなものを受け、合格したようです。 
恩田委員 ３点から４点ですから、仕様を上回ると評価して良いものなのか、検討が必要と考えています。 
古屋委員 評価の理由には、４つ事例がありますが、どれかが特にすぐれているのか、順位があるのか、４

つとも同じく並列なものなのでしょうか。 
事務局 全員の資格取得は評価すべきと考えておりましたが、明確な順位付けは行っておりません。 
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古屋委員 それぞれが、非常に重要であり、評価しているという判断ですね。わかりました。 
佐野会長 次の項目に移ります。「適正な業務実施」ですがいかがでしょうか。 
佐野会長 なければ、４．その他加点のところに移ります。 
佐野会長 こちらも無ければ、総合評価は後ほどといたしまして、事業執行に対する全体的な評価ですがい

かがでしょうか。 
恩田委員 ３つめの、但し以下の部分について、苦情が多いという印象です。一部の人の意見であったりも

しますので、どこまで拾うのかといったことはあると思います。 
佐野会長 同意見です。まず、全体的な評価の中に、一部の意見を入れる必要があるのか疑問があります。

公的文書です。わざわざ記載すべき事項なのでしょうか。７の指導事項にも関係してきますが、

もしこれを記載するのであれば、当事者にヒアリングを行い、申し開きの場を作るべきですし、

複数の視点での判断を行わないと、一方的な視点になってしまいます。苦情が本当に妥当かどう

かすら、判断できないものと思います。少なくとも、この資料の中には妥当性、正当性が判断で

きない中ですので、先ほど来の主観的な表現と併せて考えていただきたいものです。 
古屋委員 利用者に対して、命令口調で行ったようですが、ここは裏が取れているのではないでしょうか。 
事務局 確認はできておりますので、管理者の方から、スタッフに注意したということは把握しておりま

す。 
苦情の件数自体は大幅に減っております。 

古屋委員 そうなると、苦情が出ていること自体は事実ですから、表現は問題ないのではないでしょうか。 
佐野会長 その通りですが、どんな施設でも苦情は必ず出ますので、それをわざわざ記載すべきなのかどう

かを図っているところです。 
恩田委員 あまりにも利用者の立場に立ちすぎるのも、施設管理としてはそぐわない場面もあります。苦情

は減少しているもののまだゼロではない、と言った表現でもよいかも知れません。 
佐野会長 常に緊張感をもって対応してもらいたいというのは、委託をするほうの立場としては、継続的に

言うべきだとは思います。ただ、書き方によっては、知らない人が読むと大きなことと捉えてし

まう印象があるなと感じます。 
古屋委員 苦情はどのくらいあるのでしょうか。ほとんど無いというような感じでしょうか。 
事務局 年間６件です。 

佐野会長 あくまで業務評価シートですから、その観点で見た時に、本当に必要なものなのか。常に求めて

いくことを、必ず記載するものでもないと思います。計画通りにやっていただいたのであれば、

継続してやってくださいとは、すべて記載するわけでもないと思います。 
事務局 苦情はゼロではないという意味や、所管課でも対応に苦慮した案件もありましたので、記載をさ

せていただきました。委員の皆様の意見を拝聴すると、ここに記載すべきことの重さを今一度検

討したいと考えます。 
佐野会長 一部、７の項目にも入っておりますが、６でも７でも御意見などありますでしょうか。 

佐野会長 指導事項のところの記載ですが、アンケートについては、仕様で年１回と定められております。

これは川崎市全部一緒です。そのうえで、仕様以上のものを求めるのは妥当なのでしょうか。 
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事務局 求めるというより、取り組んでいただければ、なお市民サービスに繋がるという見方をしたとい

うことです。言い回しにつきましては工夫が必要かもしれません。 
佐野会長 ニーズの把握に努めるのは、事業者であれば当然やっていることと思います。指導という形で記

載することが適切なのかどうかだと思います。 
また、総合型スポーツクラブのイベントへの来場者が少ない点については、まずはクラブへ言う

べきことであり、ここで記載すべきことなのでしょうか。指定管理業務に外れている気もします。 
事務局 地域スポーツクラブ支援は、仕様にも記載のある事柄です。役割の中で、ＨＰなど広報について

は十分ではないと判断して、記載した次第です。 
佐野会長 もともとの主旨に照らし合わせて不十分と判断したのであれば、そのように記載すべきだとは思

います。 

古屋委員 仕様を意識していない記載もあるように見受けられます 
事務局 仕様は広く記載しておりますので、期待値も含めて評価シートへ記載してしまったところもあり

ます。 
古屋委員 「姿勢が見えた」という表現は、どのような使い方なのでしょうか。 
事務局 対応している事実はあるという意味で使っております。 
古屋委員 対応しているけど、不十分だという解釈でしょうか。 
恩田委員 講じているけど、上手く進んでいないというようなこともあるのではないでしょうか。 
事務局 満足ではないですが、取り組んでいるという扱いで使っております。 
古屋委員 指導事項というのは、管理者に申し入れるということでしょうか。 

事務局 委員会の意見として指定管理者への申し入れを行います。 
佐野会長 評価をするシートの中に次年度への指導をいれるべきなのか疑問はあります。 
事務局 完全なる仕様書違反ということはないですが、取り組んで欲しい内容ということで記載しており

ます。 
佐野会長 そういうことであれば、利用者満足度調査をもう少しというのは、言ってもいいところなのでし

ょうか。仕様書は超える範囲になってしまいますが。 
佐野会長 全体を通して、いかがでしょうか。 
恩田委員 評価点に関してですが、組織管理の項目にありました、安全・安心ですが、４なのか３にするの

かは、方向性を決めたほうがよいのではないでしょうか。 
事務局 委員会で決めていただきたい事項です。 
佐野会長 先ほどの議論でということであれば、３でしょうか。 
恩田委員 ３と考えます。３は決して悪い評価ではないと考えます。 

古屋委員 異論ありません。 
事務局 全体評価はＣのまま、評価点合計は６２.２となります。 
佐野会長 例えばパラスポーツをやり続ければ、来年も１点もらえるのでしょうか。 

事務局 加点できます。昨年度も加点しております。 
佐野会長 以上でよろしいでしょうか。 
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佐野会長 ありがとうございますそれではこの結果をもちまして今委員会の年度評価結果とさせていただき

ます。 
続きまして議題２のその他何かございますか。 

各委員 

事務局 

ございません。 

佐野会長 特に無ければこれをもちまして、本日の議事をすべて終了いたします。本日は、長時間にわたり、

御審議いただき、大変お疲れ様でした。 
事務局 委員の皆様の審議によりまして、公正なる審議結果を得ることができました。誠にありがとうご

ざいました。 

本日の会議録（案）につきましては、後日、メールにて送付いたしますので御確認ください。

内容につきまして、指摘箇所を事務局で修正（案）させていただき、会議録（案）とともに委員

の皆様にお送りさせていただきます。それぞれ御了承いただいた後、委員長名で区長あてに本日

の評価内容を通知する予定となっております。なお、評価シートにつきましては、おおむね１か

月後に川崎市ホームページに公表いたします。 

以上で、川崎市麻生区指定管理者選定評価委員会を終了させていただきます。本日はありがと

うございました。 


